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（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点
 令和４年４月19日 最高裁判決のポイント
 居住用区分所有不動産の評価通達の改正

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目
 暦年課税による生前贈与の加算対象期間などの見直し
 相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設
 ケーススタディ
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（１）
相続対策・事業承継に関する
昨今の実務上の留意点
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令和４年４月19日
最高裁判決のポイント

3



令和４年４月19日 最高裁判決のポイント（1/2）

（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

4

（１）事案の概要（R1/8/27 東京地方裁判所判決より）
 平成24年6月、94歳の個人が亡くなった。納税者側は相続税計算上、被相続人
が平成21年に約13億円で購入していたマンション２棟につき、約3億3,300万円
と認識していたが、税務当局が「不適当である」と指摘した。

 税務当局が不動産鑑定評価を実施した結果、その評価額は２棟合計で約12億
7,300万となったため、「路線価による評価は適当ではない」と判断し、相続人に追
徴課税を行った。

 東京地方裁判所は、「特別の事情」がある場合には路線価以外の合理的な方法で
評価することが許されるとし、近い将来において発生することが予想される相続におい
て、相続税の負担を減らすためだけに借入をしてマンションを購入したと認定し、税
務当局が主張する不動産鑑定評価額が妥当であると判断した。

 財産評価基本通達６項（総則６項）においては、「この通達の定めによって評価
することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示をうけて評
価する」と定められており、当該通達に該当すると判断した。



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点
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（２）結果（R4/4/19 最高裁判決より） →「過度な節税」として納税者側が敗訴
 最高裁は税務当局の処分を適法であるとし、税務当局の処分を妥当とした一審、
二審の判決を認めた。

マンションA マンションB 合計

① 通達評価 約2億円 約1億3,300万円 約3億3,300万円

② 鑑定評価
（売却価額）

約7億5,400万円
（売却せず）

約5億1,900万円
（約5億1,500万円） 約12億7,300万円

③ 評価額の乖離率 3.77倍 3.90倍 3.82倍

差額 ＋約5億5,400万円 ＋約3億8,600万円 ＋約9億4,000万円

納税者
の主張

税務当局
の主張

令和４年４月19日 最高裁判決のポイント（2/2）

相続財産の計上漏れ



Appendix：総則６項
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❶_租税回避の意図の有無
❷_相続税評価額と鑑定評価の乖離
❸_取引の異常性

◆総則６項（出所：国税庁ホームページ） ※いわゆる「伝家の宝刀」

※ 過去の総則６項事案に共通していると考えられるキーワード

（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

（※）上記は税務上の取り扱いを担保するものではありませんので
予めご了承ください。



居住用区分所有不動産の
評価通達の改正
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居住用区分所有不動産の評価通達の改正（1/6）

（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

8（※）出所：国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関す
る有識者会議」 第一回資料（P1）



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

居住用区分所有不動産の評価通達の改正（2/6）
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１．改正の概要

① 「評価乖離率」を算出する
② 相続税評価額に「区分所有補正率」を乗じる

ス
テ
ッ
プ

新通達におけるマンションの相続税評価額は以下のステップで計算します。



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

居住用区分所有不動産の評価通達の改正（3/6）
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ステップ① 「評価乖離率」を算出する

「評価乖離率」とは、市場価格と相続税評価額がどれだけ乖離しているかを示すも
のであり、計算式は以下の通りです。

【計算式】 評価乖離率 = A+B+C+D+3.220

A : 築年数×（-0.033）
B : 総階数指数（総階数÷33）×0.239（小数点以下第4位切り捨て）
C : 住戸の専有部分の所在階×0.018
D : 住戸の敷地持分狭小度×（-1.195）（小数点以下第4位切り上げ）

※補足
 数値Bの「総階数指数」は総階数÷33です（小数点以下第4位切り捨て）。
 数値Dの「敷地持分狭小度」は、住戸の「敷地利用権」の面積を「専有部分」の面積で除した値です

（小数点以下第4位切り上げ）。



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

居住用区分所有不動産の評価通達の改正（4/6）
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ステップ② 相続税評価額に「区分所有補正率」を乗じる

もともとの相続税評価額に、以下の「区分所有補正率」を乗じて計算します。

【補正率】 評価水準＝１÷評価乖離率

（評価水準が１を超える場合）
区分所有補正率＝評価乖離率 評価額が引下がる

（評価水準が１以下かつ0.6以上の場合）
区分所有補正率＝1.0（補正なし） 評価額は変わらない

（評価水準が0.6未満の場合）
区分所有補正率＝評価乖離率×0.6 評価額が上がる



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

居住用区分所有不動産の評価通達の改正（5/6）
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２．改正後の影響

 令和６年１月以後に相続・遺贈、贈与されたマンションについて適用される
 相続税対策以外の「自宅マンション」にも適用される
 改正の対象とならない主な不動産は以下のとおり
・区分所有登記をしていない不動産（１棟マンションの単独保有など）
・２階建て以下の建物
・構造上、主として居住用に供することができない区分所有不動産
・たな卸資産に該当する居住用の区分所有不動産
・国外の分譲マンション

 本通達による評価が著しく不適当と認められるケースでは、評価通達６項が適
用される可能性がある

 構造上、主たる用途が居住用のものであるケースでは、事務所などとして使用し
ていても本改正の影響がある



（１）相続対策・事業承継に関する昨今の実務上の留意点

居住用区分所有不動産の評価通達の改正（6/6）
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３．計算方法

 区分所有補正率の算定ついては、国税
庁が公開している計算ツールに対象マン
ションの登記情報を入力することで容易に
することができる

（※）出典：国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shins
ei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm


（２）
令和６年から施行された
相続税に関する改正項目
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暦年課税による生前贈与の
加算対象期間などの見直し
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◆ 改正前イメージ ◆ 改正後イメージ

加算期間が延長されたことによって、
これまでよりも使いにくくなると考えられる

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

暦年課税による生前贈与の加算対象期間などの見直し（1/3）

暦年

16（※）出所：財務省HP
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１．改正の概要

暦年課税による生前贈与の加算対象期間などの見直し（2/3）

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前７年以内（改正前は３年
以内）にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことが
ある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するこ
ととされます。ただし、延長された４年間に贈与により取得した財産の価額については、
総額100万円まで加算されません。

贈与の時期 加算対象期間

R5/12/31以前 相続開始前３年間

R6/1/1以降

贈与者の相続開始日

R6/1/1～R8/12/31 相続開始前３年間

R9/1/1～R12/12/31 R6/1/1～相続開始日

R13/1/1以降 相続開始前７年間

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 暦年
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２．改正後イメージ

下図の通り、加算期間は相続開始日に応じて順次延長されることとなります。

R10
1/1

R12
1/1

R9
1/1

R11
1/1

R13
1/1

3年超～7年未満
（令和6年1月1日以後、相続開始日までの贈与）

3年
※改正の
影響なし

7年

暦年課税による生前贈与の加算対象期間などの見直し（3/3）

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 暦年
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（例１）R6/3月に贈与、R9/11月に相続発生

◆イメージ図

R7
1/1

R9
1/1

R6
1/1

R8
1/1

R10
1/1

R6/3

贈
与

R9/11

相
続
発
生

３
年
前

R6/11

相続財産への加算期間

R6/1/1～相続開始日

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 暦年
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（例２）R6/3月に贈与、R13/11月に相続発生

◆イメージ図

R7
1/1

R13
1/1

R6
1/1

R14
1/1

R6/3

贈
与

R13/11

相
続
発
生

７
年
前

R6/11

相続財産への加算期間

７年

３
年
前

R10/11

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 暦年



相続時精算課税制度に係る
基礎控除の創設
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◆ 改正前イメージ ◆ 改正後イメージ

基礎控除が創設されたことによって、
これまでよりも使いやすくなると考えられる

相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設（1/3）
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（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 精算

（※）出所：財務省HP
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１．改正の概要

相続時精算課税を選択した受贈者（以下「相続時精算課税適用者」といいます）が、特定
贈与者から令和６年１月１日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額
110万円が控除されます。

また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から
令和６年１月１日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した
後の残額とされます。

相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設（2/3）

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 精算
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① 相続時精算課税制度を適用した贈与財産が3,300万円
② 相続財産が1,500万円（上記①を除く）
③ 法定相続人３名（配偶者１人、子２人）

相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設（3/3）

２．改正後イメージ

前
提

贈与・相続一体で
考えるのが肝要

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目 精算

（※）出所：国税庁HP



ケーススタディ
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項目 暦年課税 相続時精算課税

適用要件 なし
贈与者：60歳以上

受贈者：18歳以上の子または孫
（贈与年の1/1時点で判定）

基礎控除額 毎年110万円 毎年110万円
（相続時も加算されない）

特別控除額 なし 2,500万円
（贈与者ごと）

税率 10％～55％（累進） 20％（一律）
必要な手続

（税務申告を除く） なし 「相続時精算課税選択届出書」
を初年度に提出

相続財産への加算
（相続税計算上）

相続前３年～７年以内
に行われた贈与

（R9/1/1以降、段階的に延長）
相続前の全期間
に行われた贈与

その他の留意点 ー 暦年課税に戻れない

26

贈与税の申告方法の比較

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目
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（ケース１）改正前に少しだけ贈与し、わりと早く亡くなった

① 令和５年７月に現金1,000万円を子１人に贈与
② 令和６年７月に相続発生
③ 相続財産が１億円（上記①を除く）
④ 法定相続人は子２名（配偶者は以前死亡）

前
提

手法 ❶ 贈与 ❷ 相続 ➌ 合計（＝❶＋❷）

暦年課税
（特例） 贈与税 177万

課税価格 1億1,000万

合計 960万円
相続税総額 960万
贈与税額控除 ▲177万
相続税 783万

精算課税 贈与税 0万

課税価格 1億1,000万

合計 960万円
相続税総額 960万
贈与税額控除 0万
相続税 960万

（単位：円）

加算されるが
贈与税額控除あり

同じ

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。
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（ケース２）改正後に少しだけ贈与し、わりと早く亡くなった

① 令和６年７月に現金1,000万円を子１人に贈与
② 令和９年５月に相続発生
③ 相続財産が１億円（上記①を除く）
④ 法定相続人は子２名（配偶者は以前死亡）

前
提

手法 ❶ 贈与 ❷ 相続 ➌ 合計（＝❶＋❷）

暦年課税
（特例） 贈与税 177万

課税価格 1億1,000万

合計 960万円
相続税総額 960万
贈与税額控除 ▲177万
相続税 783万

精算課税 贈与税 0万

課税価格 1億890万

合計 938万円
相続税総額 938万
贈与税額控除 0万
相続税 938万

（単位：円）

基礎控除額は
加算されない

有利

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。
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手法 ❶ 贈与 ❷ 相続 ➌ 合計（＝❶＋❷）

暦年課税
（特例） 贈与税 2,050万

課税価格 1億5,000万

合計 2,050万円
相続税総額 1,840万
贈与税額控除 ▲1,840万
相続税 0万

精算課税 贈与税 478万

課税価格 1億4,890万

合計 1,807万円
相続税総額 1,807万
贈与税額控除 ▲478万
相続税 1,329万

（単位：円）

（ケース３）改正後にたくさん贈与し、わりと早く亡くなった

① 令和６年７月に現金5,000万円を子１人に贈与
② 令和９年５月に相続発生
③ 相続財産が１億円（上記①を除く）
④ 法定相続人は子２名（配偶者は以前死亡）

前
提

有利

贈与税額控除
しきれない

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。
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手法 ❶ 贈与 ❷ 相続 ➌ 合計（＝❶＋❷）

暦年課税
（特例） 贈与税 2,050万

課税価格 1億

合計 2,820万円
相続税総額 770万
贈与税額控除 0万
相続税 770万

精算課税 贈与税 478万

課税価格 1億4,890万

合計 1,807万円
相続税総額 1,807万
贈与税額控除 ▲478万
相続税 1,329万

（単位：円）

（ケース４）改正後にたくさん贈与し、長生きした

① 令和６年７月に現金5,000万円を子１人に贈与
② 令和14年８月に相続発生
③ 相続財産が１億円（上記①を除く）
④ 法定相続人は子２名（配偶者は以前死亡）

前
提

有利

加算されないが
贈与税額控除なし

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。
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手法 ❶ 贈与 ❷ 相続 ➌ 合計（＝❶＋❷）

暦年課税
（特例） 贈与税 177万

課税価格 5億

合計 1億5,387万
相続税総額 1億5,210万
贈与税額控除 0万
相続税 1億5,210万

精算課税 贈与税 0万

課税価格 5億890万

合計 1億5,610万
相続税総額 1億5,610万
贈与税額控除 0万
相続税 1億5,610万

（単位：円）

（ケース５）改正後に少しだけ贈与し、長生きした

① 令和６年７月に現金1,000万円を子１人に贈与
② 令和14年８月に相続発生
③ 相続財産が５億円（上記①を除く）
④ 法定相続人は子２名（配偶者は以前死亡）

前
提

贈与税だけで
済んだ方が有利

有利

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。
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（ケース６）将来の値上がり期待がある財産を贈与したケース

① 被相続人の財産は贈与財産（R6以降で実施）のみ
② 相続人は１名
③ 贈与から相続まで相当の年数が経過している（生前贈与加算
の対象にならない）

前
提

値上がり部分に
対する課税を回避

評価額

時期
贈与時

（時価10億）
相続時

（時価30億）

◆ 価値上昇のイメージ
贈与した場合 贈与しなかった

場合
（相続）暦年課税 精算課税

贈与税 約5.42億円
（財産10億円）

約1.95億円
（財産10億円） −

相続税 ー 約2.63億円
（財産10億円）

約15.58億円
（財産30億円）

合計 約5.42億円 約4.58億円 約15.58億円

10年後・・・

有利

（２）令和６年から施行された相続税に関する改正項目

（※）上記は一定の仮定に基づく試算であり、税務上の取り扱い
を担保するものではありませんので予めご了承ください。



ご清聴ありがとうございました！
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会社名 税理士法人プレアス

代表 税理士 岡本 啓司（OKAMOTO KEIJI）

副代表
兼 東京支社長 税理士 小池 俊（KOIKE SHUN）

所在地

【本社】 ※東京メトロ「永田町駅」 徒歩6分、「半蔵門駅」徒歩7分
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-11-2 ユースクエア平河町

【東京支社】 ※東京メトロ「九段下駅」 徒歩1分
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス

対応エリア 全国

お問い合わせ
フォーム

https://preus.jp/contact/

（※）ご相談やご質問などがありましたら、お気軽にお
問い合わせください。

会社概要
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QRコードでHPをチェック！

https://preus.jp/contact/
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